
一関市電気自動車用充電設備等導入事業 

公募型プロポーザル企画提案書作成要領及び審査基準 

１ 公募型プロポーザル企画提案書の作成要領 

  一関市電気自動車用充電設備等導入事業公募型プロポーザル仕様書（以下「仕様書」という。）

の内容を理解したうえで、以下の視点に基づき企画提案書を作成すること。 

 ⑴ 自社のＥＶ充電設備等の設置実績（全国自治体及び民間）を示すこと。 

 ⑵ 本事業の実施スケジュールを示すこと。なお、国の補助事業を活用する場合は、補助事業

の条件に適応した内容とし、申請スケジュールなども併せて示すこと。 

⑶ 事業者は、施設の駐車場区画や契約電力等を十分に考慮し、施設の電力使用設備の運用に

支障をきたすことのないよう提案するものとしていることから、その整備方針、方法等を示

すこと。 

⑷ 本事業の期間中は事業者の責任において、ＥＶ充電設備等の維持管理及び運営を行うもの

としていることから、その期間における維持管理及び運営の方法を示すこと。また、トラブ

ル等緊急時の対応についてもその方法を示すこと。 

⑸ 事業者は、利用者から利用料を徴収し、利用料金については、事業者が決定するものとし

ていることから、利用料金形態について示すこと。また、ＥＶ充電設備の利用方法を示すこ

と。 

⑹ 事業者は、ＥＶ充電設備の利用により生じた電気料金を負担するものとしていることから、

電気料金の負担の方法等を示すこと。なお、市がＥＶ充電設備の利用に必要な電力を提供し、

事業者が当該使用電力分の電気料金相当額を市に対して精算する場合は、事業者が当該電気

料金を負担したものとみなすこととしている。 

⑺ 充電設備の整備にあたっては、地域経済への還元のため可能な範囲で市内事業者を活用す

ること。 

⑻ 市では、電気自動車等の普及促進を目指していることから、これに資する提案があれば積

極的に提案すること。 

⑼ ＥＶ充電設備等の運営に必要な電力について、太陽光による自家発電で調達するなど、環

境負荷の低減につながる取組について積極的に検討し、提案すること。 

⑽ その他、本事業の目的に資する提案があれば積極的に提案すること。 

２ 審査に係る基本的な考え方 

審査は、提出された書類により参加資格条件の審査を行い、参加資格条件を満たす事業者を

対象として、企画提案書の内容について一関市電気自動車用充電設備等導入事業公募型プロポ

ーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）により書面審査を行う。なお、書面による審

査が困難な場合又は疑義が生じたときは、審査委員会から事業者に対して問い合わせることも

あることから、事業者はこれに協力するものとする。 

⑴ 契約候補者の選定方法 

各評価点を合算した総合評価点が最も高い事業者を契約候補者とする。 

⑵ 総合評価点の最も高い者が２以上あるとき（同点のとき）の対応 
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総合評価点が最も高い者が２以上あるときは、審査委員会において合議のうえ契約候補者

を決定する。 

⑶ 最低基準 

総合評価点の７割以上であることを最低基準とし、最低基準点を満たさない提案者は選定

の対象としない。 

⑷ 応募者が１名の取扱い 

最低基準点を満たす場合は、当該提案者を契約候補者とする。 

３ 評価の方法 

  評価は、以下の手順で行う。なお、各評価点の算出にあたっては、小数点第一位までを有効

とし、小数点第二位以下を切捨てる。 

⑴ 審査項目の評価視点及び配点 

審査項目は、「１ 公募型プロポーザル企画提案書の作成要領」にしたがって、別表１の各

「評価の視点」のとおりとする。 

 ⑵ 評価基準 

   企画提案書の各審査項目は、次の評価基準に応じて付与点を採点する。 

評価基準 付与点 （例）配分 10点の場合 

特に優れている 配分点×1.0 10×1.0＝10 点 

優れた提案である 配分点×0.8 10×0.8＝ 8 点 

普通 配分点×0.6 10×0.6＝ 6 点 

やや劣る 配分点×0.4 10×0.4＝ 4 点 

劣る 配分点×0.2 10×0.2＝ 2 点 

 ⑶ 総合評価点 

   ⑵の評価基準(配分 100 点)について委員ごとに採点し、各委員の合計点数を「総合評価

点」とする。 
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別表１ 審査項目の評価の視点及び配点

審査項目

※１との関連
評価の視点 配点

事業の実績

※⑴

・全国における導入実績 ５点

事業スケジュー

ル、整備方針等

※⑵、⑶

・事業の実現可能性はあるか。

・受電設備の変圧器容量、契約容量を考慮した設計であると見込

まれるか。

・建物や既存の系統・配管等に損傷を与えない施工方法であると

見込まれるか。

・ＥＶ充電設備と車が接触しづらい設計であると見込まれるか。

15 点

維持管理、緊急時

の対応

※⑷

・維持管理の方法は具体的で、かつ、市に負担を与えないものとな

っているか。

・充電設備の利用状況や過去の利用履歴など、施設側で確認及び

管理できる仕様になっているか。

・設備に故障や異常が生じた場合、ほかの電気系統に波及しない

設計であると見込まれるか。

・トラブルが発生した場合の体制が整えられているか。

・災害や事故発生時の対応について、市に負担を与えないものと

なっているか。

30 点

利用料金及び利

用の方法、電気料

金の還元

※⑸、⑹

・利用者の利用料金は明快で廉価なものか。

・利用者が利用しやすい仕様となっているか。

・電気料金の還元の金額及び方法は明快か。

20 点

地域経済への還

元、電気自動車等

の普及啓発、環境

負荷の軽減策等 

※⑺、⑻、⑼、⑽

・市内事業者の活用はあるか。

・電気自動車等の普及啓発に資する提案はあるか。また、その内容

は優れたものか。

・環境負荷の軽減策、その他本事業の目的に資する提案はあるか。

また、その内容は優れたものか。

30 点

合計 100 点


